
鳥取砂丘コナン空港第２期コンセッション基本協定の締結について 

令和８年５月２１日 

交 通 政 策 課 

鳥取砂丘コナン空港第２期コンセッションについて、本県と優先交渉権者は、公募における募集要
項に定める手続きに従い、事業の開始までに必要な諸手続きを規定する基本協定を締結しましたので
概要を報告します。 
なお、令和７年１１月１０日に優先交渉権者を選定し、その際、地元企業との連携協力体制の構築を

運営権設定の条件として付していたところですが、このたび、日ノ丸自動車（株）と空港運営に係る連
携協力協定を締結し運営権設定の条件を達成したことから、優先交渉権者の設立する特別目的会社に運
営権を設定すること等について、令和８年６月議会に附議する予定です。 

１ 優先交渉権者の概要 

（参考１）輝く鳥取の翼コンソーシアムの概要 

代表企業 日ノ丸自動車(株) 

構 成 員 
(県外８社) 
 
(県内10社) 

ＡＮＡホールディングス（株）、ＡＮＡファシリティーズ（株）、全日空商事（株） 
大成建設（株）、大成コンセッション（株） 
芙蓉総合リース（株）、中国電力（株）、ＮＴＴ西日本（株） 

（株）日ノ丸総本社、日ノ丸産業（株）、大山日ノ丸証券（株）、大和建設（株） 
（株）鳥取砂丘会館、日本海テレビジョン放送（株）、中央印刷（株）、日本交通（株） 
（株）山陰合同銀行、（株）鳥取銀行 

（参考２）優先交渉権者に付した運営権設定の条件 
・提案書のとおり、県内事業者が協力企業として空港運営の中核的役割を担う体制を構築すること。 

・このことを明らかにするため、県内事業者との協定書その他これに類する書面を提出すること。 

２ 優先交渉権者と日ノ丸自動車(株)が締結した連携協力協定の概要 
（１）締結日 
   令和８年４月２４日 

（２）協定の内容 
ア 安全・安心な空港運営、さらなる空港の利用促進及び空港を拠点としたにぎわいの創出を実現し、
鳥取県内産業の育成及び地域経済の発展を図るため、協力体制を構築し相互に連携協力していく。 

イ 優先交渉権者が、協定を締結するにあたり県に対し次のことを誓約したことを双方が確認する。 
・当該協定を遵守すること 
・運営権者をして、県と締結する予定の実施契約に従い法令等を遵守し本事業を遂行させること 
・本事業の遂行を通じて鳥取県内企業と協力し、鳥取県内産業の育成と地域経済の発展を図ること 

３ 優先交渉権者と県が締結した基本協定の概要 
（１）締結日 

 令和８年５月１２日 

（２）協定の主な内容 
・鳥取砂丘コナン空港を運営する特別目的会社の設立 
・優先交渉権者の出資、特別目的会社の株式の割当等 
・議会議決後の特別目的会社への運営権設定 

４ 第２期事業開始までの今後の予定 

時  期 主な内容 

令和８年６月 運営権設定及び債務負担行為に係る議会への附議 

令和８年７月 実施契約の締結・公表 

～令和９年３月 業務引継等 

令和９年４月 第２期事業開始 

 

名  称 ＪＰiＸ・ＯＣ（ジェイピクス・オーシー）コンソーシアム 

代表企業 （株）日本共創プラットフォーム ※南紀白浜空港（H31.4～）及び富山空港（R8.4～）を運営 

構 成 員 （株）オリエンタルコンサルタンツ 


